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研究要旨 
潜在的な民泊ストックとしての一般住宅の環境性能の実態把握のため，温湿度，

CO2 濃度，ダニアレルゲン，付着真菌量，部位微生物汚染度および浮遊粒子濃度

の測定を行った。その結果，以下のことが明らかとなった。 
 換気回数は 0.09～0.46 回/h，全体平均で 0.25 回/h 程度である。室内 CO2濃

度は平均値で 4,000ppm，最大値で 10,000ppm 超であった。 
 暖房室・非暖房室の温度差が 5℃以上ある住宅が戸建て住宅に多く，ヒートショ

ックの懸念がある。一方で集合住宅は室内温度差が少ない。 
 高湿度状態（ダンプネス）に伴うカビ・ダニアレルゲンリスクは，温湿度環境だけで

はなく，清掃頻度やペットの存在などが影響している可能性がある。 
 集合住宅は，特にカーペットでダニアレルゲン量レベルが高い。 
 水回りでは人体常在菌由来の酵母菌が多数検出された。内装では，壁部分に

少なく，床や階段手摺などで真菌数が多いことがわかった。 
 ATP 法による部位微生物汚染評価では，一般的な食品衛生管理基準と比べて

RLU 値が高い住宅があった。民泊物件やホテルでも一部基準値を超えていた。 
 浮遊粒子濃度については，2 件での測定結果から，ISO 規準で Class8 もしくは

Class9 レベルにあることがわかった。 
 
Ａ．研究目的 
民泊は，通常の宿泊業法や簡易宿所法に定め

られている衛生管理から外れる規制となるた

め，その衛生管理状況は不明である。安価な民

泊は不衛生ないわゆるバックパッカーが宿泊

する可能性があり，当該宿泊者が持ち込む恐れ

のあるトコジラミが問題視されることも多い。

この点については，一般宿泊業でも同じリスク

を有している。一方で，ホテルや簡易宿所など

と比較し，多様なクオリティの住宅が利用され

る民泊は，一定の環境品質担保しているものな

のか否かは不明であり，2017年度はいくつか

の民泊施設の調査を実施している。  
一方，民泊として利用される住宅のクオリテ

ィにも目を向ける必要があるだろう。住宅の温

熱環境が居住者の健康と因果関係があること

は海外では当然視されているが，日本でも国土

交通省を中心とした研究会が主体となって証

明されつつある1）。 
許認可される民泊はもともと一般の住宅で

あることから，建築基準法には適合しているは

ずである。しかし，温熱環境をはじめとする環

境性能は，一般宿泊施設と比べて必ずしも高い

とは言えない。シックハウス法適合以降の住宅
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であれば換気設備は設置され，住宅性能表示に

適合している住宅であれば，その品質を把握で

きる状況にある。しかし，そうした品質を確認

できる住宅は多くはない。民泊に利用しうる，

シックハウス法以前の竣工かつ性能に無頓着

な住宅の環境性能などを把握することが必要

である。そこで2018年度は，一般住宅（戸建

て住宅7件，集合住宅2件）を対象に，温湿度

データ，CO2濃度データ，表面付着真菌量，ATP
ふき取り検査，浮遊粒子数濃度測定を実施し，

データ分析を行ったので，その結果を報告する。 

Ｂ．研究方法

1. 実測住宅の概要

表 1 に測定を実施した住宅，民泊施設，ホテ

ルの概要を示す。民泊施設，ホテルは 2017 年

度に実施した宿泊施設のデータを用いている。

なお，各種測定は MI1～8 については 2019 年

2～3 月，民泊施設，ホテルは 2018 年 2～3 月

に実施している。測定年度は異なるが，季節は

同一なので比較に供するのは妥当と考える。

2．実測概要 
住宅に関しては，温湿度データ，CO2濃度デ

ータは 2～7 日間程度実測し，データ分析に供

している。また，表面付着真菌，微生物汚染調

査（ATP 法），ダニアレルゲン検査，浮遊粒子

調査も測定期間内に実施している。

測定器の数に限度があるので，すべての住戸

で同時期の実測はできていないが，季節的には

同一であるので比較には問題ない。

民泊，ホテルに関しては実態を把握するため

ミステリーショッパー法を用いて，宿泊代金を

支払い利用客として客室を利用し上記と同様

の測定を実施している。

（倫理面への配慮）

 宮城学院女子大学研究倫理委員会に対し，研

究等の対象となる個人の人権擁護および社会

的影響，研究等の対象となる者に理解を求め同

意を得る方法，研究等によって生じる個人およ

び社会への不利益ならびに危険性と学術上の

貢献の予測の 3 つの観点で審査申請し，人を対

象とした研究でないため，審査対象外という結

果を頂いている。

表 1 測定住戸・民泊施設・ホテルの概要 
形態 住所 延べ面積 部屋数

MI1 戸建て 富谷市
134.14 

m2 3LDK 

MI2 戸建て 仙台市 144.4 m2 4LDK 
MI3 戸建て 仙台市 139.2 m2 4LDK 

MI4 戸建て 多賀城市
146.57 

m2 5LDK 

MI5 戸建て 多賀城市
114.04 

m2 4LDK 

MI6 戸建て 仙台市
186.73 

m2 5LDK 

MI7 マンション 仙台市 72.09 m2 3LDK 
MI8 マンション 仙台市 69.98 m2 3LDK 

KYM1 民泊（戸建） 京都市 69 m2 2LDK 
KYM2 民泊（戸建） 京都市 87 m2 2LDK 
SE1 民泊（集住） 仙台市 20.24 m2 1LDK 

KYH1 ホテル 京都市 13.7 m2 S 
MOH1 ホテル 盛岡市 8.1 m2 S 
KOH1 ホテル 高知市 13 m2 S 

暖房設備 換気設備
竣工

年

MI1 蓄暖+エアコン なし 2011 
MI2 エアコン 第 1 種 2003 
MI3 エアコン なし 1998 
MI4 石油ストーブ なし 1990 
MI5 エアコン なし 1996 
MI6 エアコン＋石油ファンヒーター なし 1998 
MI7 エアコン＋オイルヒーター 第 3 種 1993 
MI8 エアコン+電気ストーブ 第 3 種 2017 

KYM1 エアコン 第 3 種 2012
改修

KYM2 石油ファンヒーター なし 1917 
SE1 エアコン 第 3 種 1978 

KYH1 空調設備 空調設備 2015 
MOH1 エアコン 壁掛第 1 種 1973 

KOH1 空調設備 空調設備
2008
改修
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Ｃ．研究結果 
1．濃度減衰法による換気量測定 
 換気量の推定は，気密性が高い建物の場合，

換気システムの給排気口風量を測定すること

で把握できるが，気密性の高くない建物および

室間換気が行われる建物では，推定することが

難しく多種トレーサーガス法 2）や一種ガスに

よる風量システム同定 3）など大掛かりな測定

が必要となる。一方，呼気による換気量推定も

行われているが 4），本研究では局所濃度減衰に

よる対象居室の換気量推定を行う。 
測定方法は単純である。CO2 濃度ロガー

（TandD,TR-76Ui）を居間に設置し，夜間不

在時の濃度減衰から換気量を推定するもので

ある。主たる発生源である居住者の在室状況や

窓開放状況，ガス調理器具やカセットコンロ，

石油ファンヒーターなどの機器使用等の生活

行動がない深夜を対象とする（濃度減衰状況に

より確認して分析している）。この方法は，CO2

濃度が複数日必要とするため，最低 3 日以上の

測定を実施している。期間は 3 月上旬から中旬

の 3～7 日間，サンプリング時間間隔は 1 分で

ある。 
結果を図 1，図 2 に示す。なお，X 軸ラベル

の番号と住宅 ID の対応を表 2 に示す。0.5 回

/h の換気量を満たしている住宅はなく，最も

大きいもので 0.46 回/h，最も少ないもので

0.09 回/h であった。在室人数と換気経路，化

石燃料燃焼機器の有無にもよるが，換気回数の

少ない住宅ほど，平均CO2濃度および最大CO2

濃度が高い傾向にあることがわかる（特に

MI3）。MI4 も濃度が高いが，この住宅は石油

ファンヒーターの使用を申告している住宅で

ある。SI1 は床下チャンバー方式，全熱交換換

気システムにダクト式エアコンをつけた全館

空調システムを採用しており，最も効果が高い。

ビル管法の基準を満たすためには，0.3～0.4 
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表 2 対象居室の床面積および気積 

住宅 ID 対象部床面積（m2） 気積（m3） 
MI2 21.53 57.06 
MI3 21.53 50.6 
MI4 19.44 46.66 
MI5 25.23 60.55 
MI6 16.56 36.43 
MI7 20.7 49.68 
MI8 17.4 41.76 

KYM1 69.0 142.12 
KYM2 87.0 174.0 
SE1 20.24 48.58 

KYH1 13.7 31.51 
MOH1 8.1 18.00 
KOH1 13 31.20 

図 1 対象居室の CO2濃度平均値，平均±σ，最大

値，最小値 

図 2 民泊・ホテルを含む対象居室の推定換気回数 
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回/h 程度の換気量は確保が必要と考えられる

（図 3）。 

y = -8065.7x + 3309.3
R² = 0.2933
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2．石油ファンヒーター等の使用状況の推定 
石油ファンヒーターやカセットコンロの使

用は，室内 CO2 排出量および水分発生量を増

加させる。その結果，空気質低下と高湿化に伴

う結露や微生物汚染を引き起こす原因となる

ため，これらの使用は避けるべきであろう（特

に民泊では防火対策の意味でも重要である）。

前述したように，開放型化石燃料機器の使用は，

空気質的に望ましくないため，実測した住宅で

もその使用状況を把握した上で各種分析を行

うことが必要である。以下に推定方法を記述す

る。 
ある程度の換気量が確保されている状況で

あれば，材料の吸放湿の影響は無視することが

可能であるため，推定した換気量と CO2 濃度

および絶対湿度を用いて，平均在室人数と発生

量を簡易推定することも可能となる（1,2式）。 
 

( )i oM Q p p= ⋅ −   ….（1）式 
( )i oW Q X Xρ= ⋅ −  ….（2）式 

 
ただし，M：CO2発生量（m3/h），Q:換気量(m3/h)，

pi：室内 CO2 濃度(-), po:外気 CO2 濃度(-),W:水分発生

量 (g/h)，ρ:空気密度 (1.2 kg/m3)，Xi:室内絶対湿度 

(g/kgDA)，Xo：外気絶対湿度(g/kgDA) 
また，平均在室人数を算出するにあたり，一人当た

りの CO2呼気排出量を 15L/h，水分蒸発量を 40g/h と

した。 
 
結果を図 4 に示す。MI3 および MI4 は CO2

濃度から算出した CO2 発生量が大きい。MI4
は使用暖房器として石油ファンヒーターを申

告しているので，明らかにその影響が確認でき

る。MI3 は特にそのような申告がないが，在

室者由来以外のなんらかの発生源（カセットコ

ンロとか）が疑われる。MI2，MI5，MI6 は

CO2 濃度差と絶対湿度差から算出した CO2 発

生量はほぼ同じ値になっており，石油ファンヒ

ーター等の使用はないことが確認できる。 
一方，MI7，MI8，SI1 は，絶対湿度差から

算出した CO2発生量のほうが多い。特に MI8
および SI1 は顕著である。MI8 は集合住宅で

気密性が高く，洗濯物の室内干しを常としてい

るためと考えられる。また，SI1 は全熱交換換

気システムが付属しているため室内絶対湿度

が高めになっていることが要因である。 
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以上の結果より，CO2濃度と絶対湿度から算出

したCO2発生量の差の小さな住戸においては，

図 4 CO2濃度・絶対湿度と推定換気量から算出し

た CO2発生量 

図 3 平均換気回数と CO2 濃度との関係 
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妥当な発生量を推定できていると考えられる。

この量から平均在室人数を算出すると，MI2：
0.6 人/h 程度，MI5：0.47 人/h，MI6：1.21 人

/h となる。 
 
3．暖房室と非暖房空間との温度差 
 図 5 に暖房室と非暖房空間との温度差の

Box Plot 図を示す。足の両端が最大・最小，

箱の上下が平均±σ，中央線が平均値である。ま

た図中に暖房室空気温度の平均値を示した。結

果を見ると，MI2，MI7，MI8 は平均値 1.72
～3.6℃，最大 5℃以下でヒートショックのリ

スクは小さいことがわかる。一方で，MI3，
MI4，MI5，MI6 はすべて平均値で 5℃以上と

なっており，特に MI4，MI5 は温度差が大き

い。この 2 軒は，暖房室空気温度は約 20℃で

あるので，非暖房空間の温度が 10℃以下にな

る場合もあることを意味し，適切な暖房制御が

求められる。MI2 は戸建て住宅であるが断熱

性能が比較的高く，MI7，MI8 は集合住宅であ

る。何もしなくても一定レベルの温熱環境を確

保するためには，集合住宅の方が容易である。 
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4．暖房室と非暖房空間との絶対湿度差 
 図 6 は暖房室と非暖房空間の絶対湿度をプ

ロットしたものである。MI2，MI7，MI8 の 3
軒の絶対湿度差が小さく，開放的な生活をして

いるものと推定される。一方，MI3～MI6 の 4
軒は暖房室のほうが 1～1.5g/kgDA 高く，間仕

切りドアを閉じる生活をしていることがわか

る。このことが前述の暖房室と非暖房空間との

温度差を生じさせる要因にもなっている。 
 推定換気量と非暖房空間の相対湿度の関係

を示しているのが図 7 である。換気量の少ない

住宅ほど非暖房室の相対湿度が高いことがわ

かる。真菌増殖の可能性のある床・壁表面は，

発熱源がない限りは室温より低いため，表面相

対湿度は空間湿度を超える。コナヒョウヒダニ

の最低平衡湿度が70％であるため，MI3，MI4，
MI7 は微生物汚染のリスクが存在することが

わかる。少なくとも空間相対湿度が 70％を超

えないような換気量の確保と室温保持が求め

られる。 
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図 6 暖房室・非暖房空間の絶対湿度 

 

図 5 測定住宅の暖房室と非暖房空間との温度差

（2019 年 3 月上旬） 
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y = -1.4511x + 75.404
R² = 0.2794
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5．環境ダニアレルゲン検査 
 寝具やカーペット等のダニアレルゲン量の

検査には，屋内塵性ダニ簡易検査キット「ダニ

スキャン」を用いた。ダニスキャンは虫体由来

の Der2(Derf2+Derp2)を簡易に検査するキッ

トである。判定は 4 段階あり判定 1（<1μg/m2），

判定 2（5μg/m2），判定 3（10μg/m2），判定 4
（>100μg/m2）である。MI1～MI8 のベッドシ

ーツ，枕，カーペットの結果を表 3 に示す。 
 枕は判定 1 以下が多いが，ベッドシーツ，カ

ーペットは汚染度の高い住宅が多い。厚生省生

活衛生局快適居住環境研究会でまとめたガイ

ドライン 5）では，じゅうたん（カーペット）

1m2 あたり 300 匹以下（ダニスキャン換算で

は 30μg/m2 以下），寝具 1m2 あたり 100 匹以

下（ダニスキャン換算で 10μg/m2以下，判定 3）
を基準としている。カーペットの基準を超えて

いるのは，MI7，MI8 でともに集合住宅である。

また，寝具で基準を超えているのは MI1，MI6，
MI7 である。集合住宅は特に床温度の低下と

カーペット下の高湿化および換気量が影響し

ていることも指摘されている 6）。 
図 8 に清掃頻度とカーペットのダニ汚染レ

ベルの関係を示す。ペットの存在や清掃・シー

ツや枕カバーなどの洗濯頻度（洗濯行為そのも

のよりも，寝具のメンテナンスについての配慮

度合いになる）なども影響するが，清掃頻度が

2 倍程度で同程度の汚染度になることが想定

される。 
 

表 3 測定住戸のダニアレルゲン調査結果 

 
ベッドシーツ 枕 カーペット 

MI1 3 3 3 
MI2 2 1 2 
MI3 4 2 1 
MI4 2 1 2 
MI5 1 1 3 
MI6 3 1 1 
MI7 4 1 4 
MI8 1 2 4 
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6. 各住戸の表面付着真菌の状況 
 各住戸の表面付着真菌は次の手順で測定を行

った。まず，洗面台シンク，ユーティリティ床，

ユーティリティ壁表面，キッチンテーブルなど

を共通にサンプリングし，そのほか任意にサン

プルを行った。サンプリングにはふき取り検査

用ワイプチェック TE-311N（リン酸緩衝生理

食塩水 1mL，有限会社佐藤化成工業所）を使

用し，10cm 角の対象物体を滅菌した付属湿潤

綿棒でサンプリングした。採取後，大学に持ち

帰り，超音波加振処理をしてからマイクロピペ

ットで 0.1mL分注しCP添加PDA培地に塗抹

図 7 推定換気量と非暖房空間相対湿度の関係 

図 8 カーペットのダニ汚染量と清掃頻度との関係 
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しコンラージ棒で引き伸ばし，25℃のインキ

ュベーター内にて 7 日間培養した。 
各住戸の測定面積あたりの表面付着真菌量総

量(CFU/100cm2)を表 4 に示す。 
洗面台シンクやキッチンシンクなどの水回

りは，人体常在菌由来と考えられる酵母菌（簡

易 同 定 し た も の に は ， Cryptococcus 
neoformans，Candida albicans，Rhodotorula 
rubla など）や放線菌が多数確認できた。また，

水回りではない部分であるテーブル表面にも

多数の酵母が確認された。これは，キッチン水

回りで拭き上げに使用された布巾に酵母菌が

付着，培養された状態でテーブルを拭いたこと

によると考えられる（写真 1・2）。 
 

表 4 各住戸の表面付着真菌量 （CFU/100cm2） 
MI1 MI2 

洗面台シンク 7160 洗面台シンク 730 
UT 床 1910 UT 床 5120 
UT 壁表面 0 キッチン床 11120 
キッチンシンク 102110 テーブル表面 0 
テーブル表面 0 階段手摺 4670 
階段隅 5220     

MI3 MI4 
洗面台シンク 20 脱衣床 34770 
トイレ壁表面 0 脱衣壁 230 
居間床 0 階段床 25800 
テーブル表面 0 キッチンテーブル 45150 
    1F テーブル 25290 
    ２F テーブル 33540 

MI5 MI6 
洗面台シンク 0 UT 床 0 
UT 床 11130 テーブル 10 
キッチンシンク 106120     
テーブル表面 0     
居間壁 0     
窓ガスケット 33630     

MI7 MI8 
洗面台シンク 2870 UT 床 0 
UT 床 0 テーブル表面 7490 
階段手摺 10 UT 壁表面 0 
テーブル表面 30290 LDK 書棚 10070 
キッチン床 0 LDK 窓ガスケット 650 
    BR 窓ガスケット 3360 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2017 年度に測定した京町家民泊物件でもテー

ブル上に酵母菌が検出されており（写真 3），
なんらかの対策が必要と考えられる。室内では，

総 数 は 多 く は な い が Aspergillus 属 や

Penicillium 属，Alternaria 属，Cladosporium
属等の菌が確認できた。また，床上や手すり等

で確認されるが，壁表面では検出されないケー

スが多かった。 
 
7．ATP ふき取り検査による微生物汚染度評価 
 衛生管理の良否は，用途に限らず適切な清掃

を実施しているか否かに依存する。それを確認

する方法として ATP ふき取り検査がある。こ

こでは一般住宅をはじめ，2017 年度に調査を

実施した民泊物件（KYM1,KYM2,SE1）及び

一般ホテル(KYH1,MOH1,KOH1)の部位微生

物汚染度も含めて分析を行う。どの程度の汚染

度まで許容できるか，という閾値の設定が必要

となるが，一般に食品衛生や医療系施設におけ

る管理基準値しかないので，水回り，冷蔵庫に

限定して分析を行うこととする。  
今回使用した測定機器はキッコーマン 

Lumitester PD-30（以下，PD-30）である。

すべての生物の細胞内に存在する ATP（アデ

ノシン三リン酸）をルシフェラーゼ酵素などと

組み合わせて発光させ，その相対発光量

（Relative Light Unit ; RLU）を測定する方法

であり，食品衛生管理分野で広く利用されてい

る。今回は，ATP，ADP，AMP を測定できる 

左：写真 1 MI5・1F テーブル表面 
中：写真 2 MI8 テーブル表面 
右：写真 3 京町家民泊テーブル表面 
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Kikkoman ルシパック TM A3 Surface を用い

た。コップの中，冷蔵庫の中（内壁）の２箇所

の結果を図 9，10 に示す。 
 コップの中は，MI2（755 RLU），MI7（537 
RLU），KOH1（638 RLU）が高く，次いで

MI6（259 RLU），SE1(207 RLU)と続く。参

考文献 10 によれば，ステンレスやガラスなど

の平滑なものの食品衛生管理基準値は 200 
RLU なので，一般住宅では 8 件中 3 件，民泊

では 3 件中 1 件，ホテル施設では 3 件中 1 件

が不合格と判定される（図 9）。 
 冷蔵庫の中（図 10）は，参考文献 10 によれ

ば管理基準値は 500RLU である。この基準値

より低いのは MI3 (271 RLU)，KYH3 (271 
RLU)の 2 件のみである。この 2 件以外は 500 
RLU を超え，最も高いものでは MI1 (72415 
RLU)となった（食品衛生管理基準値の約 145
倍）。住宅・民泊物件は食品衛生管理をする場

所とは言い難いが，調理等を行う場という意味

では問題があるといえる。 
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8. 粒径別微粒子の個数測定結果 
 空気中には，粒径 0.001～1μmの浮遊塵埃，

0.01～0.1μmのウイルス，0.1～1μmの煙草煙，

0.5～10μm のバクテリア・真菌などが浮遊し

ている。その状態を把握するため，6 サイズの

粒径を測定できるパーティクルカウンター

（BECKMAN COULTER, MET ONE HHPC 
6+，測定原理：光散乱方式）を用いた。なお，

粒 径 の 大 き さ や 個 数 に つ い て は ，

ISO14644-1,2015 のクリーンルームの規格を

参考にした 11）。測定したのは戸建て住宅の

MI3 および集合住宅の MI8 の 2 軒である。結

果を図 11 および図 12 に示す。 
MI3 は，0.3μm および 5.0μm の粒径で

Class8 の上限を超えているので Class９相当

と判断でき，一方，MI8 はすべての粒径で

Class8の上限を超えていないのでClass8と判

断できる。Class8 は清浄度として高いレベル

ではないが，精密機械工場や食品生産工場でも

用いられるレベルであり，居住用としては高い

水準といえる。室内の微粒子濃度実測は民泊も

含め実施数が少ないので，今後もデータ蓄積を

継続することが求められる。 
 

図 9 コップ（グラス）の中の微生物汚染度 

図 10 冷蔵庫の中の微生物汚染度 
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Ｄ．考察 
既存民泊との比較を行うため，また潜在的な

民泊ストックとしての一般住宅の環境性能の

実態把握のため，温湿度，CO2濃度，ダニアレ

ルゲン，付着真菌量，部位微生物汚染度（ATP
検査）および浮遊粒子濃度の測定を行った。 
 実測データを用いて分析した結果，以下のこ

とが明らかとなった。 
 換気回数は 0.09～0.46 回/h で，全体平均

で 0.25 回/h 程度である。新築住宅では換

気回数が適正に近い。集合住宅では 0.21
回/h 程度，戸建て住宅は気密性能やプラ

ンニングが影響し，ばらつきが大きい。 
 室内 CO2 濃度が高い住宅が多く，平均値

で 4000ppm，最大値で 10000ppm を超え

る住宅もある。 
 CO2 濃度と絶対湿度から CO2 発生量算定

し，この量から平均在室人数を算出すると，

MI2：0.6 人/h 程度，MI5：0.47 人/h，
MI6：1.21 人/h となった。 

 暖房室・非暖房室の温度差が 5℃以上ある

住宅が戸建て住宅に多く，ヒートショック

の懸念がある。一方で集合住宅は室内温度

差が少ない。 
 換気量不足と室内温度差があることから，

特に戸建て住宅の非暖房室で湿度が高い。 
 高湿度状態（ダンプネス）に伴うカビ・ダ

ニアレルゲンリスクは，温湿度環境だけで

はなく，清掃頻度やペットの存在などが影

響している可能性がある。 
 集合住宅は，特にカーペットでダニアレル

ゲン量レベルが高い。 
 表面付着真菌の測定結果より，水回りでは

人体常在菌由来の酵母菌が多数検出され

た。内装では，壁部分に少なく，床や階段

手摺などで真菌数が多いことがわかった。 
 ATP 法による部位微生物汚染評価では，

一般的な食品衛生管理基準と比べて高い

住宅があった。昨年度測定した民泊物件や

ホテルでも一部基準値を超えるものもあ

った。 
 浮遊粒子濃度については，2 件での測定結

果から ISO 規準で Class8 もしくは

Class9 レベルにあることがわかった。 
 
Ｅ．結論 
微生物汚染を防止する上での衛生面（真菌，

ダニアレルゲン）およびその環境を形成する温

湿度コントロール（断熱気密性能，暖房設備，

図 11 MI3 の微粒子測定結果 

図 12 MI8 の微粒子測定結果 
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換気設備）の関係を明らかにするため，民泊施

設のベースとなる一般住宅の環境測定を行っ

た。以上の結果を，民泊施設の衛生環境の良否

判断のための指標，および一般住宅の民泊利用

に係る許可条件に室内環境基準等を含めるべ

きか否か等の検討材料として利用できるとよ

いだろう。 
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